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アリスホームドクター
南あわじ市北阿万筒井76-1

•しろあり　•はち
•ゴキブリ　•ムカデ
•ネズミ　　•イタチ
•ハト　　　•コウモリ
•その他害虫☎0799-55-0800

※お気軽にお問合せ下さい。

淡路島のシロアリ防除・害虫駆除専門店

全島対応
いたします
全島対応
いたします

しろあり被害・拡大中!!

調査・
見積無料！

　

搬
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、
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補
助
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費
の
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分
の
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限
15
万
円
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※
免
許
取
得
前
に
申
請
が
必
要

※
補
助
対
象
と
な
る
資
格
等
の
取

得
の
日
か
ら
５
年
以
上
団
員
と

し
て
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動
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許
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準
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型
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許

※
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運
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免
許
の
取
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経
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対
象
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・
中
型
、
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、
大
型
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殊
、
け

ん
引
自
動
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運
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・
Ａ
Ｔ
限
定
解
除
（
普
通
Ａ
Ｔ
、

準
中
型
５
ト
ン
Ａ
Ｔ
、
中
型
８

ト
ン
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Ｔ
）

・
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
技
能

講
習
、
小
型
車
両
系
建
設
機
械

の
運
転
特
別
教
育
（
整
地
、
運

消
防
団
員
の
免
許
取
得
費
用

を
補
助
し
ま
す

る
18
歳
以
上
の
健
康
な
女
性

問
危
機
管
理
課
☎
43
・
５
２
０
３

募集
　
市
消
防
団
で
は
、
女
性
消
防
団

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
女
性
団
員
は
、
な
で
し
こ
分
団

に
所
属
し
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
に
女
性
の
視
点
を
生

か
し
た
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

主
な
活
動

　
火
災
予
防
の
啓
発
、
救
命
講
習

会
、
防
災
指
導
、
消
防
団
行
事

へ
の
参
加
な
ど

応
募
資
格

　
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
し
て
い

女
性
の
視
点
を
生
か
し
た
活
動
を

な
で
し
こ
分
団
団
員
を
募
集
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特
産
品
の
お
届
け
方
法　
特
産
物

通
販
サ
イ
ト
「
南
あ
わ
じ
マ
ル

シ
ェ
」
で
利
用
で
き
る
ポ
イ
ン

ト
５
０
０
０
円
分
を
付
与
し
ま

す
。
友
人
・
知
人
の
紹
介
で
さ

ら
に
３
０
０
０
円
分
（
紹
介
さ

れ
た
人
に
は
２
０
０
０
円
分
）

の
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
。

ご
自
身
で
お
好
み
の
特
産
品
を

お
選
び
く
だ
さ
い
。
後
日
、
取

扱
事
業
者
か
ら
特
産
品
を
お
届

け
し
ま
す
。

問
ふ
る
さ
と
創
生
課

　
つ
な
が
り
開
発
室

　
☎
43
・
５
２
５
１

　
ふ
る
さ
と
を
離
れ
て
将
来
の
夢

に
向
か
っ
て
頑
張
る
若
者
を
応
援

し
、南
あ
わ
じ
市
と
の
つ
な
が
り

や
郷
土
愛
を
深
め
る
き
っ
か
け
と

す
る
た
め
、特
産
品
を
お
届
け
し

ま
す
。

対
象
者

・
４
月
１
日
時
点
で
年
齢
が
18
歳

～
21
歳
（
平
成
15
年
４
月
２

日
～
平
成
19
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）
の
人

・
南
あ
わ
じ
市
出
身
で
、
住
民

票
の
異
動
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
国
内
か
つ
淡
路
島
外

に
居
住
し
て
い
る
人 

な
ど

※
令
和
６
年
度
以
前
に
申
請
さ
れ

た
人
も
、
引
き
続
き
対
象
要
件

に
該
当
す
る
場
合
、
令
和
７
年

度
も
申
請
が
可
能
で
す

申
請
方
法　

　
電
子
申
請
ま
た
は
郵
送

申
請
期
間　
６
月
16
日（
月
）～

　
令
和
８
年
１
月
31
日（
土
）

若者

島
外
で
頑
張
る
若
者
を
特
産
品
で
応
援

若
者
ふ
る
さ
と
応
援
便
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福
祉
医
療
利
用
上
の
注
意

❶
学
校
等
で
の
事
故
で
日
本
ス
ポ

ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
給
付
を

受
け
る
と
き

❷
他
の
公
費
負
担
医
療
の
給
付
を

受
け
る
と
き

※
乳
幼
児
等
お
よ
び
こ
ど
も
医
療

費
受
給
者
で
、
自
立
支
援
医

療
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
・
難
病
法
に
基
づ
く
特
定

医
療
の
公
費
助
成
を
受
け
て
支

払
っ
た
自
己
負
担
額
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
よ
り
払
戻
し
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

問
長
寿
・
保
険
課
医
療
保
険
係

　
☎
43
・
５
２
５
７

福祉
医療

　
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
（
高
齢

期
移
行
・
重
度
障
害
・
乳
幼
児
等
・

母
子
家
庭
等
・
高
齢
重
度
障
害
・

こ
ど
も
）
は
、
毎
年
７
月
に
更
新

を
行
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
該

当
す
る
人
に
は
６
月
下
旬
に
受
給

者
証
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
７
月

以
降
は
新
し
い
受
給
者
証
で
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

※
母
子
家
庭
等
医
療
の
対
象
者
に

は
、
更
新
申
請
の
案
内
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
総
合
窓
口
セ
ン

タ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

受
給
者
証
の
交
付

　
交
付
に
は
所
得
の
申
告
が
必
要

で
す
。
対
象
者
で
も
所
得
の
申
告

が
な
い
場
合
は
、
資
格
の
確
認
が

で
き
な
い
た
め
受
給
者
証
を
交
付

で
き
ま
せ
ん
。 ７

月
以
降
は
新
し
い
受
給
者
証
で
受
診

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
送
り
し
ま
す

2025 年ミャンマー地震
救援金の募金箱を設置
しています
場所　南あわじ市役所本館１階
期間　６月26日（木）まで
　救援金は、市でとりまとめて日

本赤十字社へ送付し、現地の

救援・復興支援活動および防

災・減災活動等に充てられます。

問総務課☎ 43-5001

定額減税補足給付金（不足額給付）について給付金
問税務課☎ 43-5213問税務課☎ 43-5213

　　令和６年分所得税と令和６年度分の個人住民税所得割から定額減税しきれなかった人を対象に、不足額の給付を令和６年分所得税と令和６年度分の個人住民税所得割から定額減税しきれなかった人を対象に、不足額の給付を
予定しています。対象者には８月以降にご案内を送付する予定です。予定しています。対象者には８月以降にご案内を送付する予定です。具体的なスケジュール等の詳細が決まりました具体的なスケジュール等の詳細が決まりました
ら改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。ら改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
対象者の例対象者の例
❶令和６年度に定額減税補足給付金（見込給付）を受けたが、令和６年分所得税が見込給付時の推計よりも低く不足❶令和６年度に定額減税補足給付金（見込給付）を受けたが、令和６年分所得税が見込給付時の推計よりも低く不足

額が発生した人額が発生した人
❷令和６年度は定額減税し切れる見込のため定額減税補足給付金がなかったが、令和６年分所得税が見込給付時の推❷令和６年度は定額減税し切れる見込のため定額減税補足給付金がなかったが、令和６年分所得税が見込給付時の推

計よりも低く不足額が発生した人計よりも低く不足額が発生した人
❸定額減税の対象になっておらず、低所得者世帯向け給付の対象世帯でもない人で、税制度上、「扶養親族等」から❸定額減税の対象になっておらず、低所得者世帯向け給付の対象世帯でもない人で、税制度上、「扶養親族等」から

外れている青色事業専従者、事業専従者（白色）や合計所得金額 48 万円超の人外れている青色事業専従者、事業専従者（白色）や合計所得金額 48 万円超の人
給付額給付額　❶および❷の人　　不足額　❶および❷の人　　不足額
　　　　❸の人　　　　　　原則４万円　　　　❸の人　　　　　　原則４万円
給付金を装った詐欺にご注意ください給付金を装った詐欺にご注意ください
　自宅や職場などに国や市町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、南あわじ警察署（☎ 42-0110）　自宅や職場などに国や市町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、南あわじ警察署（☎ 42-0110）
に連絡をしてください。南あわじ市が受取手続きのためにＡＴＭの操作や手数料の振り込みを求めることはありません。に連絡をしてください。南あわじ市が受取手続きのためにＡＴＭの操作や手数料の振り込みを求めることはありません。

市ホームページ




